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既
存
の
政
府
見
解
と
閣
議
決
定
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
七
月
一
日
の
閣
議
決
定
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い

て
」
に
よ
っ
て
、
従
前
の
自
衛
権
に
関
す
る
政
府
の
見
解
、
例
え
ば
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
二
十
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
衆
議
院
議
員
稲
葉
誠
一
君
提
出
『
憲
法
、
国
際
法
と
集
団
的
自
衛
権
』
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
の
効
力
は
ど
う

な
っ
た
の
か
。
同
答
弁
書
の
中
で
廃
止
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
部
分
か
。

右
質
問
す
る
。


